
1 

平成２６年度「福井新々元気宣言」推進にかかる施策の実施結果 

（平成２７年３月末現在） 

 

 「福井新々元気宣言」の４つのビジョンを着実に実現していくため、平成２６年４月に掲げた施

策・事業の実施結果について、次のとおり報告します。 

 

 平成２７年３月 

 

会計管理者 緒方 正嗣 

 

Ⅰ 総括 

１ 適正な会計事務の執行と公金の的確な管理 

・ 適正な会計事務の執行を確保するため、出先機関等を対象に、収納や支払事務にかかる検査指

導を実施しました。 

・ 所属長等による会計事務の統制の徹底を確認するため、各所属の自己点検結果について報告を

求め、点検内容を確認しました。 

・ 会計事務に精通した職員を養成するための研修を新たに実施するとともに、研修制度の充実を 

図り職員の資質向上に努めました。 

・ 公金の管理については、金融情勢を的確に把握するとともに、収支計画の精度を高め、余裕資

金を安全かつ有利な条件で、きめ細かに運用しました。また、支払資金が不足する際には、県の

内部資金である基金を活用しました。 

  

２ 良質な工事の確保 

・ 工事施工中の早い段階で、施工計画書どおり施工されているかなどを確認し、適正な施工管理

や安全管理、環境への配慮等の指導を徹底し、特に、請負額の低い工事や等級の低い受注者に対

し、改善をきめ細かに指導しました。 

・ 安全で利用しやすい公共施設となるよう、工事検査の段階でも設計や施工のチェックを行い、

不具合部分の改善を求めました。 

 

 

 

Ⅱ 施策項目にかかる結果について 

 ・別紙「平成２６年度 施策項目にかかる実施結果報告（会計局）」のとおり 
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平成２６年度 施策項目にかかる実施結果報告（会計局） 

（平成２７年３月末現在） 
【実施結果の区分】 

  ・目標を上回って達成しました。（例：成果が目標を概ね２割超えて達成されたもの） 

  ・目標を達成しました。（例：成果が目標どおり達成されたもの） 

  ・目標を一部達成しませんでした。（例：成果の一部が目標に及ばなかったもの） 

  ・目標にはいたりませんでした。（例：成果が目標に及ばなかったもの） 

  ・引き続き実施します。（例：成果を上げるためには年度を超えて実行する必要のあるもの） 

役職 会計管理者 氏名 緒方 正嗣 

項 目 実 施 結 果 

◇ 適正な会計事務の執行と公金の的
確な管理 

○適正な会計事務の執行 
・全出先機関を対象として、法令等に基
づいて事務処理が行われているか検
査を実施します。 

・所属長等による会計事務の統制や複数
職員による会計処理を徹底します。 

・会計事務に精通した職員を養成するた
めの研修を新たに実施するなど研修
制度の充実を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 

〔成果等〕 目標を達成しました。 

適正な会計事務の執行を確保するため、地方自治法や福井
県財務規則などの法令等に基づき会計事務が的確に行われて
いるか、検査指導を実施しました。 
 
・検査指導実施所属数    １１７所属（全出先機関） 

 
加えて、特に注意が必要な現金領収事務などの執行状況に

ついて、特別検査を実施しました。 
  
 ・特別検査実施所属数 

   現金領収事務特別検査    ２２所属 

   会計事務執行状況特別検査  １４所属 

        計        ３６所属 

             
また、所属長等による会計事務の統制を徹底するため、次

の事項について、その結果報告を求め、所属長ヒアリングも
実施しました。 
① 月次単位での帳簿と会計書類の再照合 
② 年単位での会計事務全体の自己点検 

 
さらに、会計事務に精通した職員を養成するための研修を

新たに実施するとともに、研修制度の充実を図り職員の資質
向上に努めました。 
 
・会計事務研修実施回数     ２５回 

      参加職員数  １，０４３名 

 
  

○公金の的確な管理 
・支払準備金に余裕があるときは、安全
かつ有利な資金運用をきめ細かに行
います。 

・支払資金が不足する際には、基金など
県の内部資金の活用を図り、金融機関
からの借入を縮減します。 

 

〔成果等〕 目標を達成しました。 

収支状況等を注視し、余裕資金をきめ細かに運用しました。 
また、基金を活用したことにより、金融機関からの借入は

行いませんでした。 
   
 ・歳計現金運用に伴う利息収入（２７年３月末現在） 

            ３１，２８３千円 

（平均利率０．０８％） 
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役職 会計管理者 氏名 緒方 正嗣 

項 目 実 施 結 果 

◇ 良質な工事の確保 
○安全管理や環境等に配慮した検査の
充実 
・通常の完成検査等に加え、工事工程の
早い段階において、安全管理・施工管
理・環境配慮等が適切に行われている
かを事前通知なしに検査し、不適切な
事項があれば受注者に対し改善を求
めます。 

・安全で利用しやすい公共施設となるよ
う、設計の検査段階はもとより、工事
検査の段階においても設計や施工の
チェックを行い、不具合があれば改善
を求めます。 

 
 

〔成果等〕 目標を達成しました。 

工事施工中の早い段階で、安全管理や環境への配慮などに
ついて重点的に検査・確認しました。 
その結果、不適切な事項については文書指導により改善を

求めて結果の報告を受け、工事施工の適正化を図りました。 
また、設計の検査段階だけでなく工事検査の段階において

も、設計・施工に関するチェックを行い、不具合な部分の改
善を求めて、より利用しやすい施設となるよう努めました。 
 
・工事工程の早い段階における検査（２７年３月末現在）              

１０７件 

     うち改善を求めた工事件数    ５１件 

    平成２５年度末実績 

工事工程の早い段階における検査  １００件 

       うち改善を求めた工事件数    ２６件 

  

＜改善された主な事例＞ 

・工事現場の安全衛生と環境保全のため、作業員にヘルメット

や防塵マスクの着用を徹底し、作業員の喫煙場所を特定。 

・通行中の子供が工事現場に入らないよう、現場出入口にバリ

ケードと立入禁止看板を設置。 

 

・設計に関するチェック（２７年３月末現在）      

１１３件 

     うち改善を求めた工事件数    １７件 

    平成２５年度末実績 

設計に関するチェック     １９８件 

       うち改善を求めた工事件数  １８件 

 

＜設計チェックで改善された事例＞ 

・学校の下足箱が地震時に転倒しないよう、壁へビス止めし、

背中合わせの下足箱をボルトで接合。 

・スポーツ施設のコインシャワーから温水がすぐに出るよう、

湯沸し器の設置場所をシャワーの近くに変更。 

 
 
 
 

 


